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電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金のお知らせ

申請・問い合わせ先 介護福祉課 福祉室　☎26-2246（直通）

　電力・ガス・食料品などの価格高騰により家計への負担が増えていることを踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得世帯
（令和４年度住民税均等割が非課税となった世帯など）に対して、１世帯当たり５万円の現金給付を行います。

▶対象　次のいずれかに該当する世帯の世帯主
①令和４年度住民税非課税世帯であって、令和４年９月30日時点で町に住所を有し、世帯全員が令和４年度の住民税均等割
が非課税である世帯（課税者の被扶養者のみからなる世帯を除く）
②令和４年度住民税非課税世帯であって、令和４年９月30日時点で町に住所を有しているが、令和４年１月２日以降に町に住
民登録した世帯員がいるため、町が令和４年度の課税状況を確認できない世帯
③予期せず令和４年１月から12月までの家計が急変し、同一の世帯に属する者全員が令和４年度分の住民税が非課税である
世帯と同様の事情にあると認められる世帯（家計急変世帯）

▶給付額 １世帯当たり５万円

▶申請方法　世帯の区分ごとに次のいずれかの方法で行います。
 ①の世帯 支給要件を満たす世帯主に対し、11月中に「支給要件確認書」を送付します。通知が届いたら条件に該当するか確
認し、町に返送してください。
 ②・③の世帯　税情報の確認を行うための申請が必要です。確認の結果、対象とならない可能性があります。

▶確認書の返送期限および申請書の受付期限　令和５年１月31日㊋

▶申請に必要なもの
 ②の世帯
●電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金（住民税非課税世帯分）申請書（請求書）　
　※町ホームページからダウンロードできます。
●令和４年度住民税非課税証明書またはその写し（現住所と令和４年１月１日時点の住所が異なる場合は異なる世帯員全員分）
●申請・請求者本人確認書類の写し
●通帳の写しなど（振込先がわかるもの）
 ③の世帯
●電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金（家計急変世帯分）申請書（請求書）
●簡易な収入（所得）見込額の申立書
　※申請書と簡易な収入（所得）見込額の申立書は町ホームページからダウンロードできます。
●「任意の1カ月の収入」の状況を確認できる書類の写し
●申請・請求者の世帯員の状況を確認できる書類（住民票・戸籍謄本など）
の写し
●令和４年度分の住民税が課されている世帯員全員分の収入が分かる書類
（給与明細、源泉徴収票、確定申告書など）の写し
●戸籍の附票の写し（令和４年１月１日以降、複数回転居した人のみ必要です。）
●申請・請求者本人確認書類の写し
●通帳の写しなど（振込先がわかるもの）
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▶支給要件確認フローチャート

同一世帯のなかで、令和４年度の住民税が課税されている人がいますか　
※令和4年度の課税額は令和３年中の所得により計算されます

世帯全員が、親族（住民税課税者）の税法上の扶養に
なっていますか

令和４年１月以降に予期せず家計急変したことにより、
収入が減少しましたか

令和４年分の収入見込額が住民税非
課税水準に相当しそうですか

世帯全員が、親族（住民税課税者）の
税法上の扶養になっていますか

対象になりません

いいえ

対象となる可能性があります（家計急変世帯）
ただし、窓口での申請が必要です

該当世帯には11月中に町から「確認書」
が発送されますので、必要事項を記入し
て返送してください（令和４年1月2日以
降の転入者を含む世帯は、窓口での申
請が必要です。）

いい
え

は い
対象となる可能性があります
（令和４年度住民税非課税世帯）

▶非課税収入額早見表

扶養人数 収入額ベース 所得ベース

38.0万円以下

82.8万円以下

110.8万円以下

93.0万円以下

137.8万円以下

168.0万円以下

０人

１人

２人
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